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＊報告書等に記載の記入者個人情報につきましては、個人情報保護方針を厳守し、個人情

報保護方針に記載されている利用目的以外には使用いたしません。 

 

＊協力者（住宅・郵便局・公共施設・店舗など）の個人情報につきましては、「ひまわり

１１０番」見舞金保険契約等の事務手続き、および船橋警察署・船橋東警察署へ事故時

の情報提供のみに使用いたします。 
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１．「ひまわり 110 番」とは 

 ひまわり 110 番プレートを掲示してくださる協力者（住宅・郵

便局・公共施設・店舗など）と共に、地域で子どもたちを見守る 

取り組みです。 

 子どもたちが身の危険を感じた時などに助けを求めやすい目印

になるとともに、プレートを掲示することによって、犯罪を抑止す

ることにもつながります。 

 昭和４９年より船橋市ＰＴＡ連合会が、地域ぐるみで子どもたち

の安全を守るため、船橋市の補助を得て始め

た活動です。市内全域を掲示対象とし、各小・

中学校のＰＴＡが中心となって、地域の方々

のご協力をいただきながら運営しています。 

 

 

 

「ひまわり 110 番」プレートが生まれた経緯 

 昭和４３年（１９６８年）、船橋市内で下校中の女児（当時小学校４年生）が、何者か

に首を絞められて殺害されるという痛ましい事件が発生しました。また、昭和４８年（１

９７３年）には、船橋市内の空き家の庭先において女児（当時小学校４年生）が殺害さ

れる事件が発生しました。 

 当時、犯行地域を船橋市近郊に限って調査したところ、過去７年間に６１件もの類似

事件が発生していることがわかりました。その後も、船橋市及び近隣地域で女児が被害

に遭う事件が発生し、その容疑者として逮捕された男（当時２３歳）が過去の船橋市の

事件についても自供しました。学校帰りや習い事に通う途中の少女に道を尋ね、一緒に

歩きながら犯行に及ぶといった極めて卑劣な手口により、多くの子どもたちが犠牲にな

ってしまいました。 

 船橋市ＰＴＡ連合会（以下「Ｐ連」）は、子どもたちをねらったこのような痛ましい事

件が、二度と繰り返されることがないようにすることを強く誓い合いました。 

 そのような中、当時の二宮小学校では、子どもたちを守るために独自の防犯プレート

（保護者によるデザイン）を作成し、学区内の随所に設置していました。Ｐ連は、この

ような防犯プレートが犯罪の抑止や緊急避難場所を確保するのに効果的であると考え、

同じデザインを用いた「ひまわり 110 番」プレートの設置を市内全域に拡大すること

にしました。 

 

・痴漢対策 

・あらゆる犯罪防止 

・市民の連帯意識強化 

設 置 目 的 

※時代によって目的や効果は変わっていきます 
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２．「ひまわり１１０番」の歴史 
 

・「ひまわり１１０番」プレートについて 

初代 ２代目  最新 

    

鉄板製 反射板に変更 大判プレート 

基盤のベースを明るい

白に変え、更に反射板が

目立つものに改良 

縦 21.5ｃｍ×横 31.5ｃｍ 

145ｇ 

縦 30ｃｍ×横 20ｃｍ 

95ｇ 

縦 39.5 ㎝×横 29.9ｃｍ 

137.5ｇ 

縦 30ｃｍ×横 20ｃｍ 

67ｇ 

Ｓ４９．１２～ Ｈ９．８～ Ｈ１９．８～ Ｈ２４．７～ 

     ※プレートの画像はＰ連事務局に保管されているプレートをスキャンしたものです。 

      実物の色合いとは多少異なります。 
 

・「ひまわり１１０番」見舞金保険について 

Ｈ１５．１１～ 「ひまわり１１０番」協力者災害補償制度の見舞金保険に加入 

 ※保険の掛け金が、「ひまわり１１０番」設置件数１件あたり２５円 

Ｈ２５． ７～ 見舞金保険内容の見直しを図り、新規約で締結 

 ※保険の掛け金が、「ひまわり１１０番」設置件数１件あたり２５円⇒８円へ 
 

・マニュアルについて 

 ①「ひまわり１１０番」地域で守る子どもの安全 協力者様向け対応マニュアル 

Ｈ１９． ３ 「ひまわり１１０番」対応マニュアル発行 

 ・４月に各ＰＴＡ校外・環境委員より、協力宅・公共施設へ配付 

Ｈ２７． ４ 見直し、改訂 

Ｒ ４． ２ 見直し、刷新 

 ・各ＰＴＡ校外・環境委員より、協力者（住宅・郵便局・公共施設・店舗など）

へ配付 

 ・保存版として各校長、各ＰＴＡ会長、各ＰＴＡ校外・環境委員会へ配付（未加

入校も含む） 

 ②「ひまわり１１０番」活動における各単位ＰＴＡ校外・環境委員会の手引き 

Ｈ２５． ５ 「ひまわり１１０番」活動における各単位ＰＴＡ校外委員会の手引き発行 

 ・ラミネート加工(Ｂ５サイズ) 

 ・保存版として各校長、各ＰＴＡ校外・環境委員会へ配付 

Ｈ２９． ６ 見直し、改訂（未加入校を含む） 

Ｒ ４． ２ 見直し、刷新 

 ・保存版として各校長、各ＰＴＡ会長、各ＰＴＡ校外・環境委員会へ配付（未加

入校も含む） 

 ③「ひまわり１１０番」事業概要 

Ｒ ４． ２ 新たに作成し、発刊 

 ・各校長、各ＰＴＡ会長、各ＰＴＡ校外・環境委員会へ配付（未加入校も含む） 

 ・関係機関（警察・教育委員会各関係部署）へ配付 
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３．子どもたちの安心・安全を守る取り組み 
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４．連携各所 

 

行  政 … 船橋市教育委員会 保健体育課 児童・生徒防犯安全対策室 

       船橋市教育委員会 社会教育課 

       船橋市市長公室 広報課       他 さまざまな課と連携を取っています。 

 

警  察 … 船橋警察署 生活安全課 

       船橋東警察署 生活安全課 

 

 

 毎年、保健体育課 児童・生徒防犯安全対策室へ「ひまわり１１０番」設置件数（合計件数のみ）

をお伝えし（見舞金保険契約完了した後の時期/例年７月頃）、保健体育課より、船橋警察署・船橋東

警察署へ設置件数の報告をしていただきます。 

 また、保健体育課ならびに船橋警察署・船橋東警察署の担当の方とＰ連で「ひまわり１１０番」に

ついて情報共有を行い、万が一の場合に備えた対応ができるよう、常に連携を取っています（例年９

月頃）。 

 

 

●「ひまわり 110 番」見舞金保険 

契約保険会社 … 東京海上日動火災保険株式会社・東京海上日動あんしん生命保険株式会社 

 

 

 ７月頃、「ひまわり 110 番」の家見舞金保険契約締結後、【「ひまわり 110 番」の家見舞金保険規

程】を発行していただき、単位ＰＴＡ校外・環境委員さんを通じて、協力者へ配付していただいてお

ります。 

 万が一、見舞金支給対象となる事故が発生した場合は、学校からＰ連事務局へご一報いただき、 

Ｐ連事務局から保険会社へ連絡をします。 
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５．年間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協力者 単位ＰＴＡ 市Ｐ連 

４月 

５月 

６月 

７月 

随時 

１月 

２月 

３月 

・協力者へ継続確認 

・新規協力者募集 

単位ＰＴＡへ依頼 

・設置件数の調査 

Ｐ連へ設置報告書・ 

設置場所一覧・設置場

所の地図提出 

単Ｐから提出された 

設置報告書をもとに、 

保険会社へ連絡 

「ひまわり 110 番」

の家見舞金保険契約締

結 

単位ＰＴＡへ配付 

・契約完了のお知らせ 

・「ひまわり 110 番」 

 の家見舞金保険規程 

昨年度の駆け込み状況

を単位ＰＴＡへ報告 

・プレート状況確認 

・新規協力者または 

 辞退される方がいた 

 場合、Ｐ連へ報告 

・協力者へ継続確認 

・新規協力者募集 

「ひまわり 110 番」

説明会を開催 

子どもたちの見守り 

万が一、ケガや破

損事故が起きた

場合は、証拠写真

を撮り、学校へ連

絡してください 

年

間

を

通

し

て

お

願

い

し

ま

す 

協力者へ「ひまわり

110 番」の家見舞金保

険規程を配付 
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６．子どもが助けを求めてきたときの対応の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協力者 保護者 学 校 警 察 

子どもが駆け込む 

子どもの保護 
（まず家の中へ） 

落ち着かせ、 

名前・連絡先・話等を聞く 

110 番通報 

保護者へ連絡 

学校へ連絡 

協力者宅へ向かい、 

警察官の到着を待つ 

警察到着後、状況説明 

警察官に事後を引き継ぐ 

通報を受ける 

協力者宅へ急行 

子どもを引き受け・事情聴取 

（警察にて保護の場合あり） 

保護者の身元確認・引き渡し 子どもと帰宅 

連絡を受ける 

連絡を受ける 
 
・子どもの被害状況確認 
 
・保護者への連絡状況確認 
 
・校外・環境委員と駆け込み 

 状況を共有する 
 
・協力者に被害がある場合は 

 市Ｐ連へ保険手続きの依頼 

必要に応じてフォロー 

保護者へ未連絡の場合 
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資料１「ひまわり 110 番」年表 

昭和４９年１２月 
市の補助金を得て「ひまわり１１０番」の鉄板プレート１５,０００枚を

作成し、当時の全小学校（３６校）に４００枚ずつ配付 

昭和５３年 ３月 
住宅地域の拡大と破損補充のため、市の補助金を得て、３,０００枚作成

し、各ＰＴＡに希望枚数を配付 

昭和５７年 ５月 市の補助金を得て、３,０００枚作成 

昭和６０年１２月 各ＰＴＡの必要枚数をあらかじめ調査し、１,７００枚作成 

昭和６２年 ７月 ２,０００枚作成、１枚２００円で配付 

平成 元年１２月 １,０００枚作成、１枚３００円で配付 

平成 ３年 ８月 １,０００枚作成、１枚３００円で配付 

平成 ６年 ３月 １,０００枚作成、１枚３００円で配付 

平成 ７年 ８月 １,０００枚作成、１枚３１０円で配付 

平成 ９年 ８月 
１,０００枚作成、１枚５７０円で配付 

＊ＰＴＡの希望により、反射板に変更 

平成 ９年１０月～ 市内ローソン（２２店舗）設置協力 

平成１０年 ７月～ 市内セブンイレブン（４２店舗）設置協力 

平成１１年 ２月 ８００枚作成、１枚５７０円で配付 

平成１１年 ３月～ 市内４１郵便局設置協力 

平成１１年１０月～ 
市内１２８歯科医院設置協力 

マクドナルド（京成船橋店・２店舗）設置協力 

平成１２年 ３月 ８００枚作成、１枚５７０円で配付 

平成１３年 ６月 ８００枚作成、１枚５７０円で配付 

平成１３年１２月～ マクドナルド（船橋ららぽーと店）設置協力 
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平成１４年 ２月～ マクドナルド一括設置協力（８店舗）、総設置数１０店舗 

平成１４年 ３月 「ひまわり１１０番設置箇所一覧」の提出協力を依頼 

平成１４年 

千葉県ＰＴＡ連絡協議会で県内の「こども１１０番」設置についてアン

ケート調査を実施した結果、県内各地で名称はいろいろだが、プレート

を掲げ、同様の活動を行っていることがわかる 

平成１４年 ８月 ８００枚作成、１枚５７０円で配付 

平成１５年１１月１日～ 
「ひまわり１１０番」協力者災害補償制度の見舞金保険に加入 

（Ｐ連未加入ＰＴＡにも呼びかけることに理事会で決定） 

平成１５年１２月～ スポーツクラブＮＡＳ西船橋店設置協力 

平成１６年 １月～ スポーツクラブＮＡＳ習志野店設置協力 

平成１６年 ３月～ （医療法人沖縄徳州会）千葉徳州会病院設置協力 

平成１６年 ５月 ８００枚作成、１枚５７０円で配付 

平成１７年 ３月～ りそな銀行船橋・北習志野支店設置協力 

平成１８年 ７月 ８００枚作成、１枚５７０円で配付 

平成１８年 
船橋市教育委員会 児童・生徒防犯対策室との連携により、市内の公共

施設への設置を推進 

平成１９年 ３月 
「ひまわり１１０番対応マニュアル」５,０００枚作成（H19 年度予備費

より）４月に各ＰＴＡ校外・環境委員より、協力宅・公共施設へ配付 

平成１９年 ８月 大判プレート１２０枚作成、希望ＰＴＡに１枚１,３５０円で配付 

平成１９年 ９月 

     １０月 

船橋市教育委員会 児童・生徒防犯対策室との連携により、市内消防署

１２箇所および公共施設１６カ所に大判プレート設置 

平成１９年 ＮＴＴドコモショップ船橋市内６店舗設置協力 

平成２０年 ９月 
大判プレート５０枚（１枚１,３５０円）、普通サイズプレート８００枚 

（１枚６７７円）作成 

平成２３年 ２月 坪井公民館開館に伴い、市へ大判プレートの設置を依頼 
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平成２３年 ６月 法典地区包括支援センターのプレート設置を、市へ依頼 

平成２４年 ７月 

新プレート５００枚（１枚７５６円）作成 

＊PTA の希望により、前年より検討し試行錯誤の結果、基盤のベースを

明るい白に変え、更に反射板が目立つものに改良 

平成２５年 ５月 

【「ひまわり１１０番」活動における各単位ＰＴＡ校外委員会の手引き】

をラミネート加工（Ｂ５サイズ）したものを作成し、保存版として各校

長、各ＰＴＡ校外・環境委員会へ配付 

平成２５年 ７月 見舞金保険内容の見直しを図り、新規約で締結 

平成２６年 ３月 
大判プレート５０枚、普通サイズプレート５００枚追加作成（４月から

の消費税増税（８％）に伴い） 

平成２７年 ４月 

【「ひまわり１１０番」対応マニュアル（改訂版 2015）】を４,０００部

作成し、各単位ＰＴＡ校外委員会から協力者へ配付 

また、活動を周知していただくために各校長先生へも配付 

平成２８年 ３月 普通サイズプレート５００枚（１枚７７８円）作成 

平成２９年 ５月３０日 
改正個人情報保護法に伴い、平成２９年４月に協力者依頼文に取り扱い

についての一文を記載 

平成２９年 ６月 

【「ひまわり１１０番」活動における各単位ＰＴＡ校外委員会の手引き】

保存版の見直しを図り、各ＰＴＡ校外・環境委員会、各校長あてに作成

配付（未加入校含む） 

令和 ２年 ３月 普通サイズプレート５００枚（１枚７９２円）追加作成 

令和 ４年 ２月 

＊【「ひまわり１１０番」地域で守る子どもの安全 協力者様向け対応マ

ニュアル】の見直しを図り、５,０００部作成 

 ・各ＰＴＡ校外・環境委員会から協力者へ配付 

 ・各校長、各ＰＴＡ会長、各ＰＴＡ校外・環境委員長（未加入校も含

む）あてに配付 

＊【「ひまわり１１０番」活動における各単位ＰＴＡ校外・環境委員会の

手引き】の見直しを図り、刷新 

 ・各校長、各ＰＴＡ会長、各ＰＴＡ校外・環境委員長あてに配付（未 

加入校も含む） 

＊【「ひまわり１１０番」事業概要】を新たに作成し、発刊 

 ・各校長、各ＰＴＡ会長、各ＰＴＡ校外・環境委員会へ配付（未加入 

校も含む） 

 ・関係機関（警察・教育委員会各関係部署）へ配付 

 

 

  



１１ 

資料２「ひまわり 110 番」設置件数の推移 

・平成９年度に「ひまわり１１０番の実態調査」（アンケート方式）を実施、調査の結果、 

 市内全域でのプレートの設置総数約３,８００箇所 

・平成１４年５月現在、確認済み設置総数約３,５００箇所 

 ※平成９年度の設置総数については、設置箇所が小・中学校ＰＴＡで重複（約３,８００箇所） 

  しており、平成１４年度に実質設置数を調査し確認 

・平成１６年７月の調査において設置総数は、約３,７５０箇所 

・平成１７年７月の調査において設置総数は、約３,７５０箇所 

・平成１８年７月の調査において設置総数は、３,６７６箇所 

・平成１９年７月の調査において設置総数は、３,８６２箇所 

・平成２０年７月の調査において設置総数は、３,８４２箇所 

・平成２１年７月の調査において設置総数は、３,８７３箇所 

・平成２２年７月の調査において設置総数は、３,８６３箇所 

・平成２３年７月の調査において設置総数は、３,３７８箇所 

・平成２４年７月の調査において設置総数は、３,７９８箇所 

・平成２５年７月の調査において設置総数は、３,７８２箇所 

・平成２６年７月の調査において設置総数は、３,７３３箇所 

・平成２７年７月の調査において設置総数は、３,６８４箇所 

・平成２８年７月の調査において設置総数は、３,６４５箇所 

・平成２９年７月の調査において設置総数は、３,５５８箇所 

・平成３０年７月の調査において設置総数は、３,３９３箇所 

・令和 元年７月の調査において設置総数は、３,４２０箇所 

・令和 ２年７月の調査において設置総数は、３,３４４箇所 

・令和 ３年７月の調査において設置総数は、３,３０８箇所 
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